
く研究論文〉

ベトナムの学校保健政策における教育と保健医療の連携

一一国家政策およびトゥアテイエン・フエ省の動向に着目して一一

安藤めぐみ



〈研究論文〉

ベトナムの学校保健政策における教育と保健医療の連携

一一国家 政 策 お よ び ト ゥ ア テ イ エン・フエ省の動向に着目して一一

はじめに

ベトナム社会主義共和国 Uj、下，ベトナム)

では，教育訓練省 (1)と保健省ωの両省庁の連携

を国家レベルの学校保健政策として定め，実施

している。また，ベトナムの学校保健政策の特

徴として， 2000年から各行政区(:1)の教育局に学

校保健諮問担当者として 1名の医師を配置する

こと，幼稚園から高校までの全学校に保健室設

置および学校保健を担当する保健主事 (Canb9Y 

te t1uong hQc )として主に看護nm等の医療系有

資格者を配置することが定められたほか， 2006 

年には保健主事を学校事務職公務員として雇用

できることとなった。 EFA (Education for All) 

の実現に向けた活動の一環として， 2000年に世

界銀行.UNICEF . UNESCO . W日Oの4者よ

り打ち出された学校保健に関する新たな行動の

枠組み:i効果的な学校保健のための重点的取り

え丑み=FRESH (Focusing resources of Effective 

School Health Initiative) Jにて，教育と保健の

双方の省庁が協働することにより，学校保健活

動を活性化させ，子どもの健康状態を改善させ

るための政策を進めていくことが重要であると

強調されている ωが 教育と保健医療分野の両

省庁の連携は，実際に政策として取り入れた場

合，両分11]'の行政組織にてどのような業務分掌

がなされ，システムが構築されるのだろうか。

本稿では，ベトナムが1945年の独立以降，対

米戦争， ドイモイ(刷新)政策による体制移行

を進めていく過程において，学校保健政策をど
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のように位置づけ展開させてきたか，教育と保

健医療との連携という観点から，政策文書およ

び l~jJ 央政府，そして地方行政区における皮肉過

程の解明を行うことを自的とする。構成として，

まず，ベトナム学校保健政策の歴史的・政策 I~J<j

を整理し(第 1節)，次にベトナムの地方行

政区のうち，中部のトゥアティエン・フエ省(;;)

(以下，ブエ省)を対象として同政策の皮肉過程

および現在の各関係機関の業務分掌を第 l節の

中央政府の動きと関連付けながら主主出し(第 2

l~í'î) ，最後にベトナムの学校保健政策の特長と今

後の課題について検討する(第 3節)。

これまでにベトブムにおける学校保健を扱っ

た主な文献として 2009年に保健全;とハノイ医

科大学の共同研究があり，次年度の政策評価に

向けて包括的にまとめられている ωが，学校保

健の歴史，政策については概略のみ示されてい

る。ベトナムの教育政策を扱ったものには石村

(2005) (7)， ii'j.J]木他 (2008)的) London (2011) {リ

南部他 (2011)(10)がある。保健医療分W}では松田

(1994) (11)が保健医療システムを整理Hしたほか，

ベトナム I~l内誌にて学齢期の子どもの健康調査

研究を行ったものが多くあるが，ベトナムの学

校保健|行政j を対象とした 1ïJr~'Eは行われてい

ない。日本では，友定(1975)(1ぺ高石(1983)(ω， 

七木日3(2003) (11)によって 現在の日本独自の学

校保健体iliIJが整うまで、の政策決定の動向がまと

められており，守屋，津島 (2003)(J川土養護教諭の

前身である学校看護f:ITiの配置に関して歴史的文

献を整~里した。過去の施策過程でどのような判

断がなされたかということを振り返り再考する

点でこれらの資料は大変貴重で、あり，諸外国の
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動向を見る上でも 呂本の過去の政策動向は一

事例として参照できる。しかし，新たな学校保健

政策によって関連行政機関にどのような動きが

あり，どのような新たな業務が生じ，いかにして

新しい行政システムを構築したかとし 1う視座に

立ち，諸外IJJの学校保健を分析した文献はない。

複数回の学校保健行政関係者を対象とした回

i禁学校保健協力が進められている I=IJ，諸外国の

学校保健を実地調査-介入M牟究のみならず，そ

の活動を支えるためのガパナンス・行政の視点

で捉え課題を分析する必要性，政策や行政構造

が大きく変化する過程や動向を記録し蓄積する

ことの重要性に鑑み また 日本における学校

保健行政のあり方を再考する上でも，本研究の

意義があると考える。

研究方法として，第 1節では学校保健に関連

するこれまでの政策文書を収集し，学校保健政

策の成立と変容の経緯を分析したω。ベトナム

の学校保健は主に保健省と教育訓練省が担って

いることから，両省に関連する文書:を中心に収

集し，その他ベトナムの政治経済状況に関連す

る論文等を用いて，政策の背景となった社会状

況等を整理した。 2013年10月にベトナム保健省

のうち，主幹部局である同省予防医療問副局長

にインタビュー調査を行い 2014年 4月には同

局より一部内部資料を入手できたため，関連情

報として分析した。

第2節では， 2014年 9月18-25Bにフエ省に

て，学校保健に関わる 5つの行政機関，および

学校 9校(幼稚密 2校，小学校 2校，中学校 3

校，高校 2校の管理職および保健主事)に対し

実施したインタビュー調査結果をもとにフエ省

の学校保健行政の業務分掌を整理した問。

1. ベトナム学校保健政策の成立・展開過程

(1)対ー米戦争(1960-1975年)前後の学校保健

導入と停滞期

ベトナムにおける学校保健の歴史は， 1960年

代まで遡ることができる川口フランス及び日本

の植民地支配ののち， 1945年 8月革命の成功に

よって， Iベトナムに革命政権が誕生したJ(19)。

その後第一次インドシナ戦争(1946-54年)を

経て 1958年より社会主義革命の段!諸に入り，

1960年前後に北ベトナム/ベトナム民主共和国

において政治システムの原型が成立した仰とさ

れる。 保健医療分野では 8月革命を機にベト

ナム国家としての保健省をパスツール{uf究所敷

地内に設置した則。教育分野においても， 1945 

年に教育省が設立され新たな学市1j(:!2lを定めると

ともに，教育を受けることは国民の権利として

保樟されるべきものとして 教育経費を公費で

賄うとしたωo 1950年 ~60年代にかけて， i宗主IJ

な物資不足や戦争の影響がありながらも教育分

野だけは政府の強いイニシアチブで進められて

いた背景には，教育こそが社会主義改革を進め

るものだと捉え，“新たな社会主義国民H を形成

することが期待されたからである刷。 1960年代

から，学校保健は保健医療および教育の両側面

からの関心事項となる問。 1964年 2月27日付通

達32/γfLBにて，学校設備，建設，札・椅子に

関する基準が制定された。のちの1969年に首相

指示48-γfg/VGI児童生徒学生の健康維持およ

び向上についてjによって !子どもの{建康ーは

(国家の:引用者注)重要な課題のひとつであ

り，彼らの健康維持，向上に向けて各関係省庁

が連携し計画・実施することで，子どもの将来

の実現可能性を高め， I司[i]の経済効果に対しで

も可能性を広げるj として，教育省，保健省，

体操省，工業省，その他建設関係機関，各省計

画課，各省人民委員会，青年i王l，婦人連合，児

童会等に対し，連携して取り組むよう指示が出

された。この中で，教育省、は「関係機関と連携

し，子どもの健康問題に対応する。体操や衛生

について教える主事，専任もしくは兼任の教師

への研修等の計画を立てるJことが，保健省は

「省・市・保健センタ一等の所管機関に対し，児

童生徒の健康に関する業務責任を明確にする。

医師・看護師による教育分野への指導を行う」

ことが任務となる。その後 1973年 6月7呂付

保健省一教育省連名通達09/LB/YT/GDで「学

校保健事業に関する方針jとして， I学校保健

(YtるむuむnghQc) Jという言葉が明記された通

達が発出された。教育分野機関は「体操，衛生

に関する専任の主事を省・市教育局・各学校や
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各クラスに配置してネットワークを作る」こと

が，保健医療分野機関は「各行政拠点に学校保

健担当として医師もしくは看護師を配置する」

ことが指示された。一方，南ベトナム/ベトナ

ム共和国では， 1964-1965年に学校保健が開始

され i1967年 5月までに全国に134の学校保建

センターが設置されたJと報告されている。セ

ンターの任務は児童生徒の疾病調査に焦点が当

てられており， 1966年には WHOおよび

UNICEFの支援により 62名の看護師に対し学校

保健に関する研修が実施された (26)。また， 1974 

年の日本の文部省・外務省両省派遣によるベト

ナム共和国教育調査報告にも，当時の教育省m

の部署の中に「学校保健・社会福祉部局jがあ

ったとの記録がある (2ヘしかし対米戦争 (1960

1975年)の影響で「政策として立案された学校

保健システムはほとんど機能することなく消失

したjω とされている。

1975年に南北に分断されていたベトナムが再

び統一を果たしたものの， iアメリカ帝国主義の

二度に渡る破壊戦争Jによって， i経済・社会管

理の詣でも多くの問題が存在したJ(:lO)。そのよ

うな中，同年に政令15-CPi工場，機関，学校

(大学，専門学校，職業訓練校)での医療拠点の

設置J，1977年保健省通達14/BYT-τ寸「工場，

機関，学校の保健所設置方針についてJが発出

され，工場や学校などの人が多く集まる場所に，

保健医療の拠点を設置する構想、が提唱されたも

のの，当時の政府は学校保健への関心や優先JII買

位は低く，学校保健に関する具体的な施策や事

業がない時期が続いたね1)。南北の教育システム

を統合し一つの国家教育システムを形成するに

は， 1981年までの年月を要した(32)0 1982年 6月

9日付教育省一保健省連名通達13/LB-GD-YT 

で「学校衛生事業の強化jに関する政策文書が

存在したという記録がある。

(2)学校保健関連法の制定

ベトナム政府は， 1986年のドイモイ政策開始

の前後で大きく異なった様相を示すことになる。

それまで共産党・患家のきわめて強い統制・管

理下にあり，教育訓練省を含む省庁はその執行

機関にすぎなかったが， ドイモイ政策開始以降，

共産党は国家・社会の管理運営に対して基本的

指針や方向性を決定することに専念し，その具

体的な実践については諸機関に委ね，法規にも

とづく統治を実現するとし 1う姿勢を明らかにし

た(日)。このような変化は教育，医療の分野にお

いても顕著に表れ，各分野の法整備に力を注が

れる。ベトナムの学校保健政策の根拠となる

1989年制定の[人民保健法J， 1991年に「子ど

もの権利条約 jの理念のもとで制定された「子

どもの養育・保護-教育法J，1998年制定の

「教育法」もこの時期に制定されている。

人民保健法で学校に関する条項として， r教育

省は，児童生徒，幼稚園に対して衛生教育のカ

リキュラムを作成するJ(第 5条 2) r-学校長

は，衛生教育を実施しなくてはならなしづ(第13

条-2) と，衛生教育に関する記載がある。子

どもの養育・保護-教育法では，子どもの健康

が守られる権利(第 9条)，小学校まで教育を無

償で受けられる権利(第10条)のほか， 6歳未

満の子どもの診察医療費は無償とする(第 9条)

ことが定められた。また， 2004年改正版では教

育訓練省は「学校保健組織をつくる責任J(第27

条-3) を有し，保健省は|子どもの疾病予防，

指導を行うために教育訓練省と連携する責任が

あるJ(第27条-4) と明記された。 1998年教

育法では，第 2条教育目標に「全面的に発展し，

道徳，会u性，健康，審美，職業があり，民族独

立と社会主義に忠実なベトナム国民を養成する

ことJとある。

(3)学校医療保険制度(31)と「教育・医療・文化

の社会化j政策

ベトナムの学校保健の基盤となる財源となる

ものに，学校医療保険njlj度がある o 1993{j三5月

241:3付政府決議241/γfg1-授業料徴収と使用に

ついて一|にて， iすべての学校が生徒や学生のた

めの医療保険や傷害保険料を徴収するjとして，

当H寺保健省管理であった医療保険(日)を，児童生

徒分は学校で徴収する義務を学校に課した。「学

校医療保険(Bao hiem y te hC>c sinh ) Jとして具

体的な指針が示されたのは 1994年 9月191::1fτJ 

保健省一教育訓練省連名通達14/T1工B i児童生

徒の自主的な医療保険加入に関するガイドライ
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ン」からである。同保険に加入すれば児童生徒

自身が各地区の保健センターで一次匿療サーピ

スおよび診察-治療が無料で受けられることと

なった(第 E条 2-1，2-3)。すべての児童，生

徒，学生の学校医療保険への加入を義務づける

ことを原則としながらも「一部の児童生徒に関

しては，支払いが免除されるJ(1994年 8月27

日政令95/CPに対応) (第 I条)として，貧国

層-低所得者の家庭への納付免除が規定された。

!可保険料で推進される学校保健の活動は，①衛

生管理，②予防護種，③脊柱側室5症予防，④口

腔衛生，⑤視力の維持 ⑤身体の清潔・環境衛

生，⑦感染症予防，③緊急事故・疾病対"J之、であ

るとされた(第 E条 1-1)。

特筆すべきは向通達の1+1で， 1-在籍生徒数が

600人{川を超える学校については保健主事を配

置する(第III条 l-l)J とし，それによ外の学校も

近隣の医療機関と提携すると明記されたことで

ある。 また， i保呆i険漁1半料:ぷ司:1判i

等で、の診察j話治モ台iバj療寮基金 3ω0%を学校での医薬

関連備品購入費もしくは保健主事手当， 5 %を

各所轄行政区の医療保険局への手数料・活動費

(第V条 2-1，2-2)Jとされ学校医療保険料を使

って学校に保健主事を雇用することができるよ

う制度上は整えられたが 手当の算出根拠につ

いては明確になっていなかった。

11寺!引を同じくして， ドイモイ政策の成果とし

て 1995~1996年に 9%台の高い経済成長を遂げ

たものの， 1997年に成長率の鈍化等の傾向が表

面化し，加えてアジア経済危機の影響を受け

1999年の成長率は4.8%に低下した(37)。このよう

な中，ベトナム政府は1997年 8月に公布された

政令90/CPI教育・医療・文化活動における社

会化 (XahQi hoa /Socialization)の方向性につ

いてjで大きな方針転換を図ったとみられる。

これは地域社会や家庭に対して資金捻出や労働

力の提供という形態での教育活動への参加を奨

励するものであると同時に， I司や行政機関によ

る全面丸抱え込みを見直し，教育資源の外部調

達や教育活動の外部委託を図ろうとするもので

ある{ヘ教育に関する部分の内容としては①教

育の多セクター化(民間や海外投資の奨励)，② 

受益者負担の増加，①政府の教育関連予算の削

減，の 3つにまとめられる。医療についても，

①地域 l次匿療サービスの発展，②家庭医学の

推進，③低所得層の受診率の向上，④民間，海

外投資の奨励が掲げられている。なお， 1998年

に制定された「ベトナム教育法Jでも， 1-教育事

業の社会化(Xa he)i hoa S¥I' nghi~p giao d¥lc) (第

11条)Jが定められている。続く 1999年の政令

73/1999では， I社会全体・全人の広範な参加の

ためj教育や医療といった公的事業を人民に任

せることを許可するといっ方針が示された。い

わゆる「公共サービス部門の民営化jであ

るcl日)

同政策に並行するように， 1998年 7月に学校

医療保険制度の改訂に関して教育訓練省一保健

省連名通達40/1998/TTLT-BGDDT-BYT 

校医療保険の方針について」が発wされた。 序

文では， I教育，文化，医療の社会化の実現に向

けてJI可保険制度を実施するとされている。

特に， 1m.健康保険に係る各機関の責任Jで

学校，病院等医療機関，社会保険局の各役割分

担がより明ii{tになり，児童生徒の定期健康診断

が学校保健の役割として追加されたほか，保険

適用対象となる診察・治療項目が具体的に示さ

れるようになった。徴収した保i演料の適用内訳

は60%が診察治療基金， 4 %が各行政区の医療

保険局手数料， 1 %が中央医療保険局手数料，

そして35%は学校保健関連費として学校が使用

できることになり， 30%は学校用医薬品等関連

物品購入費-保健主事業務手当に， 5 %が学校

医療保険の広報活動費に充てるとされ， I向司1告制?計市iりj度

の)広五報j活苫動を強化することとなつた(州tω仙0ω}

なお， 1998年より WHOがベトナムでヘルス

プロモーテイングスクール/学校医療保険制度

のパイロットプロジェクトを開始したとしてい

る(4九ベトナム政府がすでに1994年には施策を

始めていたはずの学校医療保険政策は， 1998年

に再度通達として発出されて WHOの支援を得

ることに繋がっていた。

(4)学校保健政策および学校保健強化政策

2000年 3月に保健省一教育訓練省連名通達

03/2000/TTLT-BYT-BGDDT I学校保健につ
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いてjが発出された。向通達にて，中央省庁か

ら各行政区の執行機関まで複数の組織に指示が

出され，保健省は主に国家計画の策定と連携の

促進，各行政区の保健局・保健センターは学校

保健主事の配置と学校等教育分野への支援，教

育訓練省は教育関連機関の事業管理・補佐，行

政区別に省レベルの教育訓練局は専任学校保健

諮問担当者として医師 1名の雇用，下位レベル

の教育局は専任もしくは兼任の学校保健主事を

配置し適切に助言することとなった。学校の責

務として「幼稚園から高校までの学校はl名の，

小規模校であれば近隣学校と協同で l名の専任

保健主事を配置する。まだ配置ができていない

学校については，校長もしくは管理者のうち l

名が兼任保健主事として学校保健を担当し，近

隣の保健一センターと連携して専門的な業務を行

うJとして，保健主事配置が改めて，また具体

的に明記された。なお，保健主事に適した人材

としてはi雲師，看護師等の医療関係者が望まし

いとされ，採用する際の給与根拠は前述の1977

年保健省通達14/BYT-TTI工場，機関，学校

の保健所設置方針について」に準ずるとした。

なお，同年 4月に国際機関にて学校保健イニチ

アチブが提唱され，また，ベトナムが世界銀行

により EFA目標の早期達成を目指す26の候補

国のひとつに選定されている (42)。

2006年に 7月12日付23/2006/CT-γfg首相指

示「学校保健事業強化について」が発出された。

「人民保健法，教育法，子どもの養育-保護・教

育法を遵守するためJの学校保健政策が一定の

成果を上げたが，課題として「保健主事の配置

数が少なく，質が担保できていない。 80%t.)、上

の学校が専任保健主事を配置できていない」こ

とが課題として挙げられた。専任保健主事の配

置は，学校保健強化政策の柱として位置づけら

れ，保健省へは政策案・実施計画の策定が，教

育訓練省および労働傷病兵社会問題省への指示

のひとつに保健主事への研修・指導が，内務省

へは保健主事公務員化に向けた研究・提言，計

画投資省へは学校保健関連事業への投資計画策

定，財務省へは学校保健事業への支出に関する

方針の策定，社会保険局その他各行政省-市人

民委員会や関係省庁に指示が出された。 1か月

後の2006年 8月23日付教育訓練省 内務省連名

通達35/2006/TTLT-BGDDT-BNVI公立普通

学校における公務員方針jにて，保健主事が小

学校，中学校，高校に必置の学校事務職公務員

(兼任を含む)として位置づけられることが明記

された。のち2007年12月財務省通達14/2007/

TT-BTC I学校保健経費使月3についてjが発出

されたことで，学校保健事業は大きく前進し，

2010年から2011年にかけて事業予算も増加し

たω。その他，教育訓練省では安全な学校建設

方針や喫煙， HIV/AIDS，ライフスタイル教育

に関する教育方針が，保健省からは健康診断力

イドライン，保健室に設置すべき設備・医薬品

目録，学校保健調査項目の設定など，学校にお

ける学校保健活動の具体的な指針が発出された。

その他，教育訓練省と保健省の連名通達で医療

保険#jlJ度の改定，衛生・安全な食品に関する施

策等の政策がぜiされ 学校保健事業がより具体

的に展開されるようになった。

2. フ工省における学校保健政策の動向

(1)フエ省における学校保健政策の展開

フエ省の特徴として， 1ω99引1年に当i時i時寺のフエ省

教育司訓11練局長指示 およびフ工省省;人民委員会付

決定のもと，同局内に学校保健の専門機関とし

て「学校保健センタ -Jが設立されたことにあ

る。 ドイモイ政策を経た後も，各行政i区亙はI1

政府府:の政策方針針-にJ忠忠実にj沿(合士つて施策する{傾頃向が

強い中で，当時のフエ省教育訓練局長が独自に

学校保健センター設立申請を行い，地方行政長

とも言えるフエ省人民委員長がそれを承認した

ことは珍しく，現在もなお，全国で11日:ーの組織

となっている。 伺センター設立当初は，医師 3

名，看護師 1名，総務 1名の計 5~!の公務員が

配置された(必)。初期の主な任務はフエ省の学童

期の子ども達の健康実態の把握にあった。

2000年に学校保健政策(連名通達03/2000/

TTLT-BYT-BGDDT)が発出された後の2001年

に保健省管轄の医療保険局(当時)の募集によ

り，学校保健主事(契約職員)として17名が採

用され，モデル校となる学校に配置された。採
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用された保健主事の前歴は，主に医師，看護師，

元軍医，元軍看護師等であった。当時を知る保

健主事によれば， i保呆{健建主事として採用された後

も明{確i徒在な業務指示がないままに学校に配置され，

{保呆健主事事.は学校現場でl自主らのi職識務を模索する B

が続いたとのことでで、ある(.)凶ヘ6

i日ヨに決議20/20∞02/QD-TTgが発i出出f封iされ， 医療保

険制度が保健省から社会保険局に移行した。そ

れに伴い，フエ省では学校医療保険関連業務の

うち，保険料出品J1以外の学校保健事業を学校保

健センターに委任した。同年より学校保健セン

ターが保健主事任用等を直披担当できるように

なり，保健主事研11多も開始した。 2006年に保健

主事を学校事務職公務員として任用することに

なって以降，フエ省内の公立高等学校および指

定中学校 3校についてはフエ省教育訓練局が，

公立の幼稚菌・小学校・中学校については市教

育訓練局が任用を担当している。毎年度に各行

政区の内務局から教育訓練局に提示される公務

員枠の中から保健主事としての任用枠数を決定

し，学校の児童生徒数や立地等を総合的に判断

し，優先度の高い学校に保健主事を配置してい

る。現在，フエ省では学校保健主事の任用条件

として，原則「中級看護師j相当もしくはそれ

以上の医療系有資格者とされている。また，

2010年からは，任用された保健主事はフエ省医

科短期大学で 6か月の着任前研修を受講するこ

ととなった。保健主事配置数は2007年度より大

幅に増加し， 2013年には計430名(/600校)，省

内の約 7説の学校への専任保健主事配置を達成

した (4九 2012年の保健省予防医療局報告によれ

ば，全国の保健主事配置率は55.2%，うち25%

が専任保健主事であった州。一部， B省では全

469校に対し82名(全体の約17%) の保健主事

配置に留まっているとの報告がなされており (4ぺ
行政区別にみた場合 保健主事配置状況はかな

り差があると同時に フエ省の保健主事配置率

は全国と比較しても高い。

(2)学校保健業務体制と各機関の業務内容

ベトナム学校保健の特徴として，学校保健を

教育分野と保健医療分野が中心となり，各機関

が連携しながら実施することが政策として掲げ

られていることが挙げられるが，行政機関イン

タピ、ユー調査の結果 フエ省においても，省レ

ベル，市レベルの各関係機関が学校保健の業務

を分掌しながら，横断的にまた密に情報交換を

行える体制を整えながら学校保健事業を展開し

ていた(図 1)。特に E本と異なる業務体flJljが

見られる事例として ①学校環境検査と②定期

報告が挙げられる。

学校には水質検査，照度計等の検査機材がな

いため，保健主事は定期的にiヨ視で検査を行い，

専門的な定期検査については，主に予防医療セ

ンターなどの医療専門機関が担当する。定期検

査や感染症発生時などの臨時検査を学校で行う

場合，医療専門機関からの学校訪問依頼を受け，

学校保健センターもしくは市教育訓練局が学校

訪問許可や日程調整等の業務窓口となり，実施

機関，学校の双方と連絡を取りながら実施する。

また，学校からの定期報告(年 2sD)はどの校

種もすべてフエ市予防医療室，管轄教育局に同

時に提出する(保健主事が作成し，校長名義で

提出することが多い)。学校から教育訓練局への

報告内容としては，年間活動報告の一環として，

学校保健事業の報告に留まる。いず、れの情報も，

各行政区レベルの中でフエ省予防医療センタ

一同学校保健センター，市予防医療室ー市教育

訓練局間で共有されている。

各学校における学校保健の具体的な業務とし

て，ア.定期健康診断，イ.健康指導・普及活

動，ウ.簡易診察・初期治療，エ.環境管理

(水質検査，環境検査)オ.食品安全(給食食材

のサンプリング)，カ.感染症発生時の専門機関

への連絡，キ.事故等の緊急対応、が調査対象校

全校で実施されていた。 保健室では医薬品を常

備しており，保健主事が医療系有資格者であれ

ば必要に応じ最大3自分の医薬品を処方できる。

(3)保健主事の採用・給与体系

ここで，公立学校における「保健主事jの給

与体系について触れておきたい。

専任保健主事の任用形態には，現在2通りが

ある。正規任用としての公務員(社会保険・健

康保険付)もしくは契約職員(時間給のみ)で

ある。公務員として任用された場合，幼稚園・
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小学校・中学校であれば所属する県または市教

育訓練局，高等学校であれば省/中央産経市の

教育訓練局所属となる。給与は，正規任用の場

合公務員給与としてベトナム国庫からの直接支

給となる。契約]職員の場合の給与支給方法は 2

通りある。ア.学校が所属する教育訓練局から

の支給，もしくは，イ.学校医療保険料(項

目:学校保健活動費)からの支給である。 J京員IJ，

各学校につき l名の専任保健主事を配置するこ

とが義務付けられ，かつ医師，看護師，準看護

lifliなど医療系有資格者が配置されることが期待

されているが，実際には，残業手当等で手取り

給与が高い病院勤務に対し，学校に l名配置で

忙しく休1I1~が取りにくいにも関わらず， r学校事

務職員給与十資格手当j柏当の収入では生活が

厳しく，専門職としての教師より待遇は劣る側。

(4)学校保健活動上の課題

インタビュー調査の中で，学校保健活動を学

校で実施する上での課題，改善すべき点として

以下の]五日が挙げられた。

① 健康教育

・教職員にも健康教育の必要性をもっと理解し

てほしし'0 (複数校の保健主事)

-健康教育のために学校でとれる時間が少ない。

(中学校保健主事)

-使いやすい健康教育資料を提供してほしい。

(小学校保健主事)

-保健主事は医療のベテランだが健康教育にも

工夫できるような初日彦を受けさせてほしい。

(中学校校長)

⑦ 11i1J!支(学校医療保険)に関する課題

-使用したい薬品が保健省指定の薬品リスト (51)

になく購入できな l'0 (複数校の保健主事)

-保健室{商品の必要性が社会保険局に理解され

ず再購入に時間がかかり，一部の生徒の手当

ができなかった。(小学校保健主事)

-正職員を採用できたことで，これまで保健主

事給与に充てた学校医療保険料を使えるよう

になったが使い道に毎年苦慮している学校が

多いと思う。(高校校長)

③ 職務を兼任することの課題

-司書と保健主事の兼任では，任務が多く残業

することがある。(幼稚園保健主事/兼任)

④ 所有資格に関する課題

. (医療系無資格者では)専門性の点でできない

ことがある。(向上)

① 精神保健

-高校では，男女関の関係，性，人間関係など

心理的な問題を抱えることがある。教師も専

門性が高いとはいえずJlii]に 1-21illの訪問で

良いので生徒の相談に乗り，心理面でのサポ

ートができる人材がほしし、(高校校長)

3. まとめと考察

諸外国の学校保健担当者をみると，米国の学

校にはスクールナース，日本では養護教諭とい

うように，各学校に専任の学校保健担当者を配

置する国もあれば，ラオスのように現職の教職

員によって学校保健活動を推進しようとする f]TI

もある。ベトナムでは，保健医療分間'と教育分

野がともに学校保健に責任を持ち，各学校に可

能な限り医療系有資格者の配置が進められるこ

ととなった。特に保健主事配置は各学校の教職

員数の増加を意味し，実現するための公務員予

算の増加，教育行政による保健主事任月~，社会

保険局との業務分掌等，行政システムを少なか

らず変容させる一つの大きな分岐点になった。

本節では，ベトナムにおける省庁間の連携の

特長と現在の課題の 2点について考察を行う。

欝ベトナムにおける省庁間の連携の特長

ベトナムの長として，各関係省庁の横断的

かつ柔軟な取り組みが挙げられる。当初は，教

育訓練省管轄である学校に，保健省管轄の医療

保険局に納付された保険料で保健主事という人

材を配置する政策から始まり，保険制度の改訂

により所管は社会保険局へと移行， 2006年には

教育訓練省下の学校事務職職員となったことで，

保健主事配置のための財源・担当部局を，省庁

をまたいで移行させている。 1945年の独立以降

に発出された，保健省一教育訓練省の連名通達

の多さにも注目したし'0ベトナムは「社会主義

国に共通する省庁間の所管分担方式問Jをとり

ながら，学校保健に関しては複数の省庁が政策

面で密に業務の移行や業務分掌を行うかたちで
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連携を推進していた。 1998年以降，海外からの

支援を奨励し，学校保健事業の発展に繋げよう

とする動きも見られた中で，ベトナムでは学校

保健関連で諸外国からの支援を受ける際には

“保健医療"分野がイニシアチブを取りながら，

進めてきていた。ベトナムにとって教育協力は，

1974年の文部省報告の中で「他国の介入を許さ

ない面が多いJ(53)とすでに指摘されているとお

り，諸外国の介入に対し教育訓練省，教育訓練

局をふくめ組織全体が非常に慎重な姿勢で臨ん

でいる。保健医療としての支援であれば受け入

れやすく，神益者である子どもたちへの健康実

態を捉え，健康向上への効果が期待される。

校保健の二回性を活用し， しなやかに姿を変え

つつも，自国で設定した政策の軸を変えること

なく発展に繋げてきていた。

省庁間の連携は，フエ省の学校保健行政の業

務分掌にも見られた。日本の学校が学校内です

べての問題を解決しようとする「抱え込み」州

体制を構築する傾向があったのに対し，フエ省

では，各行政機関がそれぞれの専門的業務を担

当するシステムを形成し，かつ縦横に組織間の

連絡・報告ルートを構築しルーテイン化させて

いた。特にフエ省において連携のための取り組

みが継続している要因として，学校保健センタ

ーの役割も大きし=。政策では教育訓練局内にl名

の医療従事者が配置されるところ，フエ省では

複数名の専門医療担当者が公務員として所属す

る「学校保健センタ -Jという組織を教育訓練

局管轄の専門機関として設立し，同センターが

保健医療・教育機関と学校，また各学校の保健

主事を繋ぐ橋渡し役として円i骨な情報収集・共

有，業務調整を行う機能をJ寺っている。同行政

システムの中では，学校自体が担当する学校保

健の業務や負担は， 日本に比べ大きくなしEo

l-j、ヒから，ベトナムの学校保健には，政府の

①横断的で臨機応変な省庁間の業務移行や分掌，

各行政区機関の②横断的で、明確な業務分掌，③

縦横に密な連絡・報告ルート構築という 3つの

特長が挙げられる。教育と保健医療分野を含め

異なる複数の省庁間で，連携を前提とした体制

を構築・維持するための設計が強く意識されて

いることが示唆された。

審ベトナム学校保健政策の動向と現在の諜題

ベトナムが被援助l!lで、あるが故の特徴として，

時代の変遷や世界的な潮流に合わせて学校保健

の様相を変化させ，発展させてきたことが明ら

かになった。 1974年の学校保健政策に「主事j

という記載があった当初は，学校保健は学校設

備の整備，体操，衛生管理という比較的範聞の

限られた概念のもと，教職としての主事を配置

することが役割として諜せられていた。南北統

一後の「各拠点(学校)への保健所設置」の構

想では，学校における学校保健主事の位置づけ

を「体操 .1転生を教える主事!から「医療拠点

としての主事jの配置に変容させ， 1994年以降，

学校医療保険政策を進める中で，学校保健主事

配置に向けて関連経費が， ijJlJ度上は1i1ii保され整

えられたことが分かった。学校医療保険のjj]lJJ支

の発展とともに，保健主事の配置が進められよ

うとした点は注目すべきである。加えて1998年

の教育・医療-文化の社会化政策を経て，保健

主事への謝金に!可保険料を充ててでも配置を進

め，第 1次医療サービスを学校で，また児童生

徒自らが納付した保険料により提供するシステ

ムを， 2000年の学校保健政策にて全国に展開す

ることとなった。一方，学校保健の施策が進む

中，地方行政区であるフエ省において，施策の

導入段階では学校保健の任務についての概念が

11愛昧なまま配置された保健主事が現j坊で白らの

職務をゼロから構築しなくてはならなかったり，

海外からの支援を奨励するがIlj文に不定期]に多く

の団体によって活動が行われ，行政担当者が実

態の把握ができなくなる(同など，新たな諜起に

直面した。今回の学校インタビュー調査で，特

に健康教育の項目で複数の保健主事より校内の

理解不足，実胞の機会 .11寺!日1や教材不足等の課

題が挙げられ，また校長からは保健主事の健康

教育スキルの向 j二を望む戸があった。 保健カリ

キュラムがないベトナムにおいて，業務分掌上

は学校のみならず各医療専門機関等が学校に対

し健康教育を実施するという連携体制がとられ

ているが，現場では，現在の健康教育の実施状

況に満足しておらず 保健主事による健康教育
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の実施頻度を高めたいという意識があることが

窺えた。フエ省には600校もの幼稚園~高校ま

での公立普通学校が存在し，専門機関が万遍な

く健康教育を実施しきれていない可能性がある。

保健主事や学校関係者が主体的に健康教育を実

施できるような支援や施策を進めることが，よ

り良い学校保健活動を展開する鍵となるのでは

ないか。また保健主事の公務員化に伴い，保健

主事が社会保険や健康保険に;][1入で、き，安定し

た立場で仕事に取り組め，学校としても保険料

から捻出していた保健主事給与分の資金が学校

改修や活動費に充てられ学校保健事業の改善が

期待される一方で，一部の学校からは必要な医

療備品の購入がi!J!J度上困難であることに加え，

資金の使い道そのものに苦慮している姿が見ら

れるなど，活動を実施した故に指摘できる現行

の施策の課題が生じている。その他，学校現場

の新たな課題として精神保健が挙げられた。こ

のように，時代毎の状況で学校保健及び保健主

事の任務，期待される役割は次々に上乗せされ

つつあるが，適した任用条件，業務の根拠とな

る法規はなく，政策にも未だ暖昧さが残る。フ

エ省では，独自の判断により保健主事の任用基

準を定め，また研修体制jを整えながら展開して

いるが，今後，ベトナムで全国的に保健主事の

安定した任用や学校への保健主事の定若を促進

するためには，保健主事の任務を明確にして学

校に位置づけ，その立場を法的に守る施策や，

研修体制の整備も必要となろう。また， El々 変

化する社会状況に対応し政策の最新化を図るた

めにも，省庁間のみならず学校現場の意見を次

の政策にフィードバックするための体制や報告

ルートの構築，強化も今後求められよう口

最後に，本研究の残された課題として，今屈

調査対象としたフエ省はベトナム国内でも特に

学校保健事業の展開に成功している省であり，

また学校保健センターという独自の機関を設置

しているため，他の地域がどのように政策を展

開しているかは明らかにできていない。加えて，

インタビュー調査対象が一部に限られており，

フエ省内の学校全体の傾向を捉えられたとは言

い難く，今後もさらに調査を進めたい。
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The Partnership between Education and Health Adlninistration 

on School Health in Vietnam: Focusing on the National School Health Policy 

and the Case of Thua Thien Hue Province 

Megumi ANDO 

The aim of this paper is to clarify how school health policies in Vietnam have lecl to a partnership betvveen 

eclucation ancl health administration after the August revolution in 1945， th1・ougha review of political changes 

among the Ministry of Education and Training (MoET) ancl the Ministry of Health (MoH) in the central 

government， ancl the school hea1tb aclministrations in Tbua Tbien Hue Province (Hue)， as one 01' tbe most 

successful cases of the school health system in local government. The stucly was conductecl i1rstly throug'h a 

policy anaJysis and a intervie¥v with the Department of Preventive Meclicine， MoH on ]7:h October， 2013， ancl 

seconclly through a series of interviews with relevant organizations in Hue from 18，h 
- 25，h September， 2014 

The stucly cletails 11mv the school health system in Vietnam has changecl clue to the in:l1uence of l1istorical 

issues ancl several international and domestic trends. Policies enforcing the pJacement of a schooJ health o1'ficer 

in all sc11001s 1'rom kindergarten to high school in 2000 ancl 2006 caused a systemic change in school heaJth 

aclministrations ancl resuJtecl in several operations being reorganized among the ministries. 1n Hue， the sc11001 

health center was establisl1ecl in tl1e Provincial Department of Education through a self-cleterminecl initiative in 

1991， ancl the related organizations for both health ancl edl1cation maintain close ancl weJJ-coorclinatecl fl1nctions 

1九ritbschools ancl with each other， by dividing cluties ancl establishing cross-sectional reporting systems at each 

leve1.五owever，there have been， several confticting anc1 inconsistent policies implementec1 over the last t¥¥'o 

clecacles， 1n orcler to solve these issues anc1 minimize the gaps， it seems necessary to reforml1Jate the poJicy 

making process， provicle feeclback on policy implementation， ancl impJement a reporting system among schooJs 

ancl ac1ministrations 
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